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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２６年２月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

委   員  庄 司 邦 昭 

委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２４年１０月１２日 ０４時４５分ごろ 

発生場所 三重県南伊勢町五ケ所港 

 五ケ所港宿田曽
しゅくたそ

沖防波堤灯台から真方位２３２°１２５ｍ付近 

 （概位 北緯３４°１７.６′ 東経１３６°４０.９′） 

事故調査の経過  平成２４年１１月９日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 漁船 第二みち丸、１.３トン 

   ＭＥ３－４０４２６（漁船登録番号）、個人所有 

   ８.３０ｍ（Lr）×１.４３ｍ×０.５１ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数３５、昭和５１年７月３１日 

Ｂ 漁船 第２勝
かつ

丸、１.１トン 

   ＭＥ３－６４５５４（漁船登録番号）、個人所有 

   ４.８８ｍ（Lr）×１.６３ｍ×０.６３ｍ、ＦＲＰ 

   ガソリン機関、３０kＷ（動力漁船登録票による）、昭和５６年

５月１０日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ７４歳 

   二級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５１年６月１８日 

    免許証交付日 平成２０年１１月２１日 

           （平成２６年４月１３日まで有効） 

Ｂ 船長Ｂ 男性 ６９歳 

   一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免許登録日 昭和５０年５月２日 

    免許証交付日 平成２１年１１月１８日 

           （平成２６年１２月２３日まで有効） 

 死傷者等 Ａ なし 

Ｂ 軽傷 １人（船長Ｂ） 

 損傷 Ａ 船首部に擦過傷 

Ｂ 右舷前部舷縁が圧壊 

 事故の経過 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、南伊勢町宿田曽漁港に向けて帰
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途につき、船長Ａが、操舵室で立って操船し、五ケ所港に入って約 

００９°（真方位、以下同じ。）の針路、約６.６ノットの対地速力に

より、宿田曽漁港の防波堤入口に向かって北進中、平成２４年１０月 

１２日０４時４５分ごろ、五ケ所港宿田曽沖防波堤灯台から２３２° 

１２５ｍ付近において、Ａ船の船首とＢ船の右舷前部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂが１人で乗り組み、宿田曽漁港の防波堤入口南西方

沖の漁場に至り、機関を中立運転として漂泊し、船長Ｂが、作業灯及

び懐中電灯で海面を照射しながら、左舷船尾に立って刺し網のブイロ

ープを引き揚げていたところ、Ａ船とＢ船とが衝突した。 

船長Ｂは、左手の挫創並びに第３及び第４中手骨骨折を負った。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風向 西南西、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 下げ潮の初期 

日出時刻：０５時５８分ごろ 

 その他の事項 

 

船長Ａは、航行中、大型漁船に注意を向けていた。 

Ｂ船は、マスト灯及び船尾灯又はこれに代わる白色全周灯を備えて

おらず、両色灯のみを点灯していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、五ケ所港において、宿田曽漁港の防波堤入口南西方沖を北

進中、船長Ａが、大型漁船に注意を向けていたことから、Ｂ船に気付

かず、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、五ケ所港において、宿田曽漁港の防波堤入口南西方沖の漁

場で漂泊して刺し網漁の操業中、船長Ｂが、刺し網のブイロープを引

き揚げており、見張りを行っていなかったことから、Ａ船と衝突した

ものと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、五ケ所港において、Ａ船が宿田曽漁港の防波堤入

口南西方沖を北進中、Ｂ船が宿田曽漁港の防波堤入口南西方沖の漁場

で漂泊して刺し網漁の操業中、船長Ａが大型漁船に注意を向けてお

り、また、船長Ｂが見張りを行っていなかったため、両船が衝突した

ことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・航行中は、常時、見張りを適切に行うこと。 

 ・法定の灯火を装備して点灯すること。 

 


